
田子町まちづくり出前講座実施要綱

(目的)
第１条 この要綱は、田子町協働のまちづくり条例第１０条第１号の規定により、町民か

らの求めに応じ、町の職員等を講師として派遣し、町政に関する説明、職務に関連して
習得した専門的知識・技能を活かした講座等を行う田子町まちづくり出前講座(以下 出「

」 。 、 、前講座 という )を実施することにより 町民の町政に関する理解を深めるとともに
情報の共有及び学習機会の拡大を図り、町民参画による協働のまちづくりを推進するこ
とを目的とする。

(対象)
第２条 出前講座の対象は、原則として５人以上の町民の参加者が見込まれる団体等とす

る。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(出前講座の項目)
第３条 出前講座の項目(以下「メニュー」という。)は、当該メニューを所管する課(以

下「講座担当課」という。)からの提案を受け、町長が別に定める。
２ 前項に定めるメニューは、講座担当課において、毎年度見直しを行うものとする。
３ 講座担当課は、毎年１月末日までに、翌年度に提案するメニューを政策推進課へ報告

しなければならない。ただし、年度途中においてメニューの変更又は追加を提案する必
要があるときは、その都度速やかに政策推進課へ報告するものとする。

４ 町長は、団体等の要望により、第 項に定めるメニュー以外のメニューを定めること1
ができる。

(開催時間及び場所等)
第４条 出前講座の開催日は、国民の祝日に関する法律（昭和 年法律第 号）に規23 178

定する休日（以下「休日」という ）及び 月 日から翌年の１月４日までの日を除。 12 28
く日とする。

２ 出前講座の開催時間は、午前 時から午後 時までのうち１時間以内とし、開催場所9 9
は町内とする。

３ 出前講座に係る施設の使用及び運営については、出前講座を受講しようとする団体等
の代表者(以下「申込者」という。)の責任においてこれを行うものとする。

(受講申込方法等)
第５条 申込者は、原則として開催日の 日前までに田子町まちづくり出前講座受講申14

込書(様式第 号)を町長に提出するものとする。1

(受講の決定)
第６条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、内容、日時等について

当該講座担当課等と調整の上、実施の可否を決定し、田子町まちづくり出前講座開催決
定通知書(様式第 号)により申込者に通知するものとする。2

２ 町長は、前項の実施を決定する場合において、必要と認めるときは、申込者に条件を
付することができる。

(受講の制限)
第７条 町長は、出前講座を受講しようとする団体等が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、出前講座の開催を取り消し、又は中止するものとする。
( ) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。1
( ) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。2
( ) 出前講座の開催に係る集会等が専ら批判、苦情の申し出、個別相談等を目的とした3

ものであると認められるとき。



( ) 出前講座の目的に反していると認められるとき。4

(受講内容変更等の届出)
第８条 第 条の規定により出前講座の実施の決定を受けた団体等は、当該出前講座の開6

催日時、場所その他申込事項等に変更があったとき、又は当該出前講座の受講を取り消
そうとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、人数等の軽微な変
更については、この限りでない。

(費用負担)
第９条 出前講座の講師の派遣費用は、無料とする。
２ 講師が出前講座のために準備する資料等の印刷物に要する費用は、町が負担する。た

だし、出前講座において使用する施設の借上料、原材料費、有償資料代については、出
前講座を受講する団体等の負担とする。

３ 町は、第 条から前条までの規定による決定を行った場合において、これにより当該6
団体等が前項の費用負担等の損害を受けても、一切の責めを負わないものとする。

(講師の派遣等に係る事務)
第１０条 講師の派遣、団体等との調整及び講座の開催に必要な資料等の準備は、講座担

当課が行うものとする。

(庶務)
第１１条 まちづくり出前講座の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)
第１２条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定

める。

附 則
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。



様式第１号(第５条関係)

田子町まちづくり出前講座受講申込書

田子町長 様

年 月 日
団体名
住所
代表者名

（連絡先）
お名前
電話番号
FAX
E-mail

田子町まちづくり出前講座を受講したいので、田子町まちづくり出前講座実施要綱第５
条の規定により、次のとおり申し込みます。

希望講座名

第1希望日時 年 月 日( )
午前・後 時 分 ～ 午前・後 時 分

第2希望日時 年 月 日( )
午前・後 時 分 ～ 午前・後 時 分

開催場所

参加予定人数 人（一般）

その他
(特に説明してほし
い内容等がありま
したらご記入くだ
さい。)

(注)
1 原則として５人以上の町民の参加者が見込まれる団体等が対象になります。
2 所管課の業務の関係上、日時等でご希望に沿えない場合もございます。
3 宗教、政治又は営利活動を目的とした催し等には、出前講座は実施できません。
4 この講座では質疑や意見交換はできますが、苦情、要望や個別相談等を受ける場で
はございませんのでご理解ください。



様式第２号(第６条関係)

田子町まちづくり出前講座開催決定通知書

年 月 日

様

田子町長

年 月 日付けで申込みのありました田子町まちづくり出前講座の開催に
ついては、次のとおり決定しましたので、田子町まちづくり出前講座実施要綱第６条第１
項の規定により通知します。

□ 下記のとおり講座を実施します。

開催の決定区分 □ 以下の理由により講座を実施しません。
＜理由＞

講座名

職員等を派遣する日時 年 月 日( )
午前・後 時 分 ～ 午前・後 時 分

職員等を派遣する場所

派遣職員等氏名
(担当課)

備考
(実施条件等)

(注) 変更・詳細等については、所管課と打合せをしてください。


